
宮古島市上野トロピカルフルーツパーク 

トライアル・サウンディング実施要領 

 

１ 趣旨 

本実施要領は、「宮古島市上野トロピカルフルーツパークトライアル・サウンディング

実施指針」に基づき、宮古島市上野トロピカルフルーツパークトライアル・サウンディン

グの実施に関して必要な事項を定めるものです。 

 

２ 全体の流れ 

(1) 試験事業の申請 

「宮古島市上野トロピカルフルーツパークトライアル・サウンディング」の応募事業者

（以下「使用希望者」という。）は、宮古島市上野トロピカルフルーツパーク（以下「当

施設」という。）において実施したい試験事業の内容について、市が指定する様式に基づ

き提案書類を作成し、当該書類を市に提出することにより申請します。 

なお、市が指定する様式については後述します。 

(2) 申請書類の提出先 

宮古島市役所 農林水産部 農村整備課 

(3) 事前相談 

市は、使用希望者の求めに応じて、市が定める期間内で、申請に係る提案書類作成のた

めの事前相談を受け付けします。 

(4) 提案審査及び暫定使用者の決定 

提案書類は、宮古島市役所農林水産部農村整備課において審査することとし、必要に応

じてヒアリングを行います。 

また、当該審査によって試験事業を実施する者（以下「暫定使用者」という。）を決定

します。 

(5) 事前協議 

審査の結果、暫定使用者として決定した者は、宮古島市役所農林水産部農村整備課との

間で、試験事業の実施に必要な条件等を確認するための事前協議を行います。 

(6) 試験事業の実施 

試験事業は、行為許可を得ることにより実施できます。 

(7) 試験事業の報告 

暫定使用者は、試験事業終了後、市に対して速やかに（試験事業が終了した日から起算

して20日以内）事業の実績報告書を提出してください。 

加えて、実績報告書の内容をもとにヒアリング調査（実績報告書提出後20日以内）も行

います。 

 



３ 期待される効果 

(1) 民間事業者の利点 

ア 事前に市の意向や、当施設の使用における留意事項や課題などの情報を把握でき、 

今後の当施設における官民連携事業への参加の判断材料が得られます。 

イ 民間事業者による提案が、当施設におけるニーズにマッチングしているかを確認 

できます。 

ウ トライアル・サウンディングを通じて、民間事業者の考えを今後の官民連携事業に 

反映させることができます。 

(2) 宮古島市の利点 

ア 早い段階で各種事業の市場性を確認することで、幅広い検討が可能になります。 

イ 当施設におけるニーズや課題点などを踏まえた公募条件の検討ができます。 

ウ 民間事業者の意見を参考に、民間事業者が参加しやすい公募条件の検討ができま

す。 

エ 民間活力による効果を、地域住民等に実感してもらうことができるとともに、今後 

の官民連携事業を盛り上げる気運を醸成できます。 

 

４ スケジュール（予定） 

日 程 内 容 

令和6年5月24日（金） 応募開始 

令和6年5月24日（金） 

～令和7年2月21日（金） 
提案書類作成のための事前相談 

令和7年2月21日（金） 提案書類の提出期限 

随時選定 暫定使用者の選定 

※事業者を１者に特定するものではあ

りません。 

暫定使用者として決定日から随時実施 試験事業に向けた事前協議 

令和6年5月24日（金） 

～令和7年3月31日（月） 
試験事業の実施 

試験事業実施終了後20日以内 実績報告書の提出期限 

実績報告書提出後20日以内 ヒアリング調査 

 

 

 

 

 

 



５ 当施設の基本情報 

名      称 宮古島市上野トロピカルフルーツパーク 

種      別 農村公園  

所   在   地 宮古島市上野字野原1190番地188 

面       積 全域16.4ha 対象エリア8.4ha  

利 用 状 況 年間 約20,000人 

駐車場収容台数 駐車場：50台  

 

 

６ 提案要件 

(1) 提案内容 

試験事業の提案内容は、以下の事項を遵守するものとします。 

ア 当施設における民間活力の導入につながるものであること。 

イ 確実に実施できる内容であること。 

ウ 当施設利用者（市民、観光客等）の安全に配慮するとともに、利便性、サービスの

向上が見込まれる内容であること。 

 ※新型コロナウイルス感染症には十分に配慮すること。 

エ 他の利用者の公園使用を著しく妨げないこと。 

オ 試験事業の実施に当たって、市の財政負担を前提としないこと。 

(2) 提案の対象外 

次に掲げるものは試験事業の提案の対象外とします。 

ア 政治的活動又は宗教的活動 

イ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

ウ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第５号に規定する指定暴力団等の活動 

オ 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動 

カ その他、市が当施設で実施する内容として不適切と判断する行為 

(3) 使用期間等 

試験事業の期間は、令和6年5月24日～令和7年3月31日を基本とします。また、土日及び

祝日のみの事業実施も可能とします。 

(4) 試験事業に係る経費について  

試験事業に係る経費は、提案審査により選定された者が負担するものとします。 

なお、試験事業の実施に限り、宮古島市上野トロピカルフルーツパーク設置及び管理に関

する条例（平成24年宮古島市条例第47号）に定める使用料は免除します。 

 



 

７ 試験事業の対象エリア 

下図の黄色の園内を対象エリアとします。 

エリア内において賃貸借契約中の施設は除きます。 

航空写真 

 
参考 

面積 ①731㎡ ②583㎡ ③7031㎡ ④2925㎡ ⑤3985㎡ ⑥3575㎡ ⑦6597㎡ 

赤線 公園区域 

黄線 対象エリア 

灰線 遊歩道 

①  
② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 
⑦ 

 



 

 ８ 応募資格 

使用希望者は、「宮古島市上野トロピカルフルーツパークトライアル・サウンディング

実施指針」及び本実施要領に定める内容及び条件等を十分理解し、かつ、応募内容を実行

する意思と能力を有する民間企業、ＮＰＯ法人、個人事業主又は任意団体等とします。 

また、次のいずれかの項目に該当する場合は、応募資格を有しないものとします。 

なお、応募以降、審査終了までに次の項目に該当した場合は、応募資格を失うものとし

ます。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項各号のいずれかに該当

する者 

(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改

正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）第30条の規定による更生手続開始の申立てを

含む。）がなされている者 

(3) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがな

されている者 

(4) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）のほか、次のアからオまでのいずれかに該当する者 

ア 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 

※役員等とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」

をいう。 

イ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 

をもって暴力団の利用等をしている者 

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は 

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

(5) 法令等の規定により許認可等が必要とされる場合は、許認可等の条件となる免許を有 

していない者 

 

 

９ 申請方法 

(1) 提案書類 

ア 提案書類について 

① 試験事業概要書（様式１） 

② 提案書（任意様式） 



※当施設で行う試験事業の詳細な内容について、「６提案要件」を踏まえて記載し 

てください。 

③ 使用希望者の概要（様式２） 

④ 誓約書（様式３） 

イ 提案書類の作成方法等について 

用紙はＡ４版とし「宮古島市上野トロピカルフルーツパークトライアル・サウン 

ディング提案書」と表紙を付け提出してください。 

(2) 提出先 

〒906－8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 

宮古島市役所 農林水産部 農村整備課 

(3) 提出受付期間 

令和6年5月24日（金）～令和7年2月21日（金）の期間内は随時（持参又は郵送） 

※持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。（土曜日、日曜日及び

祝日除く）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

※郵送の場合は、一般書留又は簡易書留にて送付してください。 

(4) 事前相談 

ア 提案書類作成のために、事前相談を受け付けます。 

イ 事前相談は、電話連絡等で日程調整した上で行うこととします。 

ウ 提案書類作成のために当施設の現地調査を希望する場合は、必ず事前相談でその旨 

を申し出てください。現地調査の実施は可能ですが、公園利用者等の利用を妨げない 

ように注意してください。 

エ 提案書類作成のために必要な情報を市に求める場合は、必ず事前相談でその旨を申 

し出てください。 

(5) 留意事項 

提案書等は別紙「宮古島市上野トロピカルフルーツパークトライアル・サウンディング

実施指針」及び本実施要領の内容を踏まえて作成してください。 

その他不明な点等ございましたら、事前相談の際にお問い合わせください。 

 

１０ 提案審査 

(1) 提案審査 

提案書類に基づき、宮古島市役所農林水産部農村整備課において以下の視点から審査を行

います。なお、必要に応じてヒアリング（提案書類の内容確認など）を実施します。 

※提案審査は、暫定使用者を１者に特定するものではありません。 

ア 当施設における官民連携事業の主旨を理解し、高い効果が見込まれる提案内容であ 

ること。 

イ 柔軟性、独自性に富んだ提案内容であること。 



ウ 市場性が高く、一定の集客が見込まれる提案内容であること。 

(2) 選定の取り消し 

使用希望者が、次に掲げる事項に該当したときは、その者を選定の対象から除外し、又は

暫定使用者の決定を取り消すことがあります。  

ア  提案書類に虚偽の記載があった場合 

イ  応募資格を満たしていないことが判明した場合 

ウ 著しく社会的信用を損なう行為により、公園施設を使用して試験事業を実施するこ 

とについて、市がふさわしくないと判断した場合 

(3) 審査結果の通知 

審査結果は、各使用希望者に通知します。 

なお、審査結果に対する異議は申し立てることができません。また、審査の経過や内

容、結果についての問い合わせには、一切応じません。 

 

１１ 事前協議 

試験事業の実施に必要な条件等を確認するための事前協議を行うこととします。 

 

１２ 試験事業の実施 

(1) 行為許可の申請 

提案の内容及び事前協議により取り決めた事項に基づき、試験事業開始３日前までに、

宮古島市上野トロピカルフルーツパー利用許可申請書（様式４）を提出していただきま

す。 

(2) 試験事業の実施 

ア 行為許可書が交付された暫定使用者は、許可書に記載された条件のとおり公園内施設 

等を使用し、提案内容及び事前協議により取り決めた事項を遵守し、試験事業を実施す

ることができます。 

イ 告知を含む、試験事業の準備から撤去まで、暫定使用者の責任のもと、適切に実施し

てください。 

なお、試験事業に係る経費は、暫定使用者が負担するものとします。 

(3) モニタリング 

事前協議において、市及び暫定使用者の双方が合意した場合、市が試験事業中にモニタ

リング調査を行うことがあります。 

その場合、暫定使用者は当該モニタリング調査に協力することとします。 

(4) 試験事業の中止 

申請した使用内容に反するなど、トライアル・サウンディングの目的から逸脱し、市か

らの再三の警告等が発せられても改善が見られない場合は、試験事業を中止することがあ

ります。 



 

１３ 試験事業の報告 

(1) 実績報告書の提出 

試験事業期間が満了した後に、試験事業の実績報告書（任意様式）を提出してくださ

い。 

なお、以下の項目を必須事項として記載してください。 

ア 暫定使用者名 

イ 試験事業の名称 

ウ 試験事業の内容 

エ 使用した公園の範囲 

オ 使用した日時 

カ 実施日毎の利用者数 

キ 実施日毎の売上（売上内容の内訳がわかるように記載してください。） 

ク 試験事業の実施に要した費用（費目毎の内訳がわかるように記載してください。） 

ケ 試験事業の実施に向けた告知内容 

コ 当施設における課題点 

サ 実施した試験事業に関する課題点 

シ 試験事業を実施して、必要だと感じた行政による支援（規制緩和や施設の改修等） 

ス 今後の当施設に係る官民連携事業に対する意見・要望 

(2) ヒアリング調査 

実績報告書の内容を基に、ヒアリング調査を行います。 

なお、ヒアリング調査の実施日時については、実績報告書の提出後、通知します。 

(3) 実績報告の公表について 

試験事業の実施実績について、暫定使用者と協議の上、内容の一部を公表する場合があ

ります。 

 

１４ お問い合わせ（事務局） 

〒906－8501 沖縄県宮古島市平良字西里1140番地 

宮古島市役所 農林水産部 農村整備課 業務係 担当:下地 

TEL 0980－79－7812 FAX 0980－79－7816 

メールアドレス：nouson@city.miyakojima.lg.jp 


